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１．検討の背景とこれまでの経緯 
 

（１）携帯端末向け放送サービス終了の経緯 

 

地上テレビジョン放送のデジタル化に伴って生じた空き周波数帯のうち、V-High 帯域

（207.5～222MHz）については、全国を放送対象地域とする携帯端末向けの放送（移動受信

用地上基幹放送）に使用することとなり、2011 年（平成 23 年）10 月に(株)mmbi が認定基

幹放送事業者（ソフト事業者）の認定を受け、2012年（平成 24年）４月に「NOTTV」のサー

ビス名で放送を開始した。その後、2014年（平成 26年）４月に追加で５事業者が認定を受

け、2015年（平成 27年）４月に放送を開始した。 

 (株)mmbiは、電波を日本全国に届けるため、大規模・中規模の送信所の他、小規模の中継

装置を設置し、また、屋内の視聴環境改善状況の取組として、屋内ブースターの設置や補助

アンテナの配布等の対策を実施した。さらに、放送番組の充実を図る等によりサービスの展

開を進めたものの、通信による映像配信サービス等の普及により、事業を取り巻く環境が大

きく変化し、加入者数の計画達成は望めないと判断したことから、放送サービスを 2016 年

（平成 28年）６月に終了した。また、他の５事業者も同様に放送サービスを終了した。 

 

 
[図 01：V-High帯域（207.5～222MHz）の使用状況（資料１－２より抜粋）] 
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（２）V-High帯域（207.5～222MHz）の活用方策に向けた検討 

 

総務省では、V-High帯域（207.5～222MHz）に関し、具体的な有効利用の方策について検

討を行うため、2017年（平成 29年）11月から 2018年（平成 30年）２月までの間、移動受

信用地上基幹放送に係る参入希望調査及び V-High 帯域での利用を計画する具体的システム

の提案募集を実施した。この結果、移動受信用地上基幹放送に係る参入希望はなく、V-High

帯域での利用を計画する具体的システムの提案募集について、８件の提案が寄せられた。 

 これを受け、「放送を巡る諸課題に関する検討会」（座長：多賀谷一照 千葉大学名誉教授）

第二次取りまとめ（2018 年（平成 30 年）９月 28 日公表）では、「V-High 帯域（207.5～

222MHz）の有効活用に向けた対応について、総務省が 2018年（平成 30年）２月に公表した

意見募集結果も踏まえ、新たなサービスの実現に資する実験試験局等の制度も活用しつつ、

放送・通信融合時代に対応した新たなサービスが柔軟かつ早期に開始できる提案かどうかと

いった観点から総務省において公開でヒアリングを行う等、割当てに向けた検討を加速する」

こととされた。 

 

（３）「放送用周波数の活用方策に関する検討分科会」の開催 

 

規制改革実施計画（平成 30年６月 15日閣議決定）では、総務省において、放送用に割り

当てられている周波数の有効活用等の観点から、放送大学の地上放送跡地及び V-High 帯域

の活用方策等について検討を行うこととされている。 

これを受け、2018年（平成 30年）９月に、「放送を巡る諸課題に関する検討会」の下に、

「放送用周波数の活用方策に関する検討分科会」（以下「分科会」という。分科会長：伊東 

晋 東京理科大学理工学部教授）を設置して検討を進めることとなった。分科会では、V-High

帯域の活用方策の検討を行うにあたって、前回の提案募集において寄せられた提案について

提案者から公開ヒアリングを行うとともに、総務省において、2018年（平成 30年）11月か

ら 2019 年（平成 31 年）１月まで２回目の提案募集を実施し、計８件の提案が寄せられた。 
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２．V-High 帯域の利用に関する提案募集の結果 

  

２度の提案募集の結果、計 16 件の提案が寄せられたが、その概要は以下のとおり（提案

の詳細については参考資料を参照）。そのうち、分科会では法人・団体から寄せられた 11件

の提案について公開ヒアリングを行った。 

 

【第１次提案募集の結果概要】 

 

[図 02：V-High帯域の利用に係る提案募集の結果概要（資料４－１より抜粋）] 

 

【第２次提案募集の結果概要】 

 

[図 03：V-High帯域の利用に係る提案募集の結果概要（資料４－１より抜粋）] 



4 
 

３．V-High 帯域の諸外国における利用動向 

  

・ 諸外国における V-High 帯域の周波数分配状況を見ると、多くの国がデジタルテレビ・

デジタルラジオといった放送用途に使用しているが、一部に通信用途に使用している国も

ある。また、ニュージーランドではＩｏＴテストベッドとして、台湾では実験網として使

用する計画がある。 

 

 

[図 04：諸外国における VHF帯の周波数分配状況（資料４－６より抜粋）] 
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４．V-High 帯域の活用に向けた今後の基本的な方向性 

  

（１）基本的な方向性 

 

V-High 帯域の利用に関する提案募集を２度にわたり実施した結果、従来割り当てられて

いる移動受信用地上基幹放送に係る具体的な参入希望はなかった。 

他方で、その他のシステムに関する提案が以下の３分野で計 16 件寄せられた。ただし、

いずれの提案についても、事業面や技術面での課題があることから、現時点では直ちに免許

を取得して事業参入を希望する者はなかった。今後、同帯域の有効活用の観点から、これら

の提案内容の早期実用化に向けた取組が更に進展していくことが期待される。 

 

① 放送サービスの高度化 

例：ＩＰＤＣマルチメディア放送、新たな放送技術方式への移行等 

② ＩｏＴ 

例：ＩｏＴ端末向けデータ同時送信システム等 

③ 通信サービスの高度化 

例：公共・民間共同利用型ＬＴＥシステム、公共ブロードバンド用周波数の拡張等 

 

以上を踏まえ、V-High 帯域については、上記の提案内容の実用化動向等を勘案しつつ、３

分野のうちいずれかもしくは複数のシステムに割り当て、通信・放送融合型システムにも対

応可能とすることを基本方針として取組を進めることとする。 

 

（２）具体的な進め方 

 

上記のとおり、V-High 帯域の有効活用を図る観点から、まずはこれら提案内容を中心と

した実用化に向けた実証等の取組が進むことが望ましい。 

具体的には、提案募集の提案者のうち希望者を中心に実証実験を実施し、必要に応じて総

務省が支援を行いつつ、ユースケースの早期具体化を図っていくこととする。この取組を加

速化させるためには、V-High帯域を特定実験試験局で使用可能となる周波数として公示し、

柔軟かつ容易に実証検証が行える環境整備を進めていくことが有効であると考えられる。ま

た、これに伴い、周波数割当計画、基幹放送用周波数使用計画及び周波数再編アクションプ

ランの改訂を速やかに行うことが適当である。 

なお、実証の結果等を踏まえつつ、実用化の動きが顕在化する際には、改めて周波数の割

当方針や関連制度の整備に向けた検討を実施することが必要となる。 
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（３）今後のスケジュール 

 

実証は、2019年度（平成 31年度）から速やかに開始することとし、当該年度中に一定の

取りまとめを行うこととする。実証期間については、遅くとも 2020 年度末（平成 32 年度

末）までとし、当該期間中において具体的な事業参入を希望する者が出てきた場合には、ス

ケジュールを前倒しする可能性もある。 

なお、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催期間中については、周波数需要が

急増することから、V-High 帯域を外国からの持ち込み無線局や４Ｋ・８Ｋのパブリックビ

ューイングへの活用など、柔軟に対応する必要があることに留意する必要がある。 

実証の実施状況については分科会においても適宜フォローアップを実施する。 

 

 


